
質問回答書 

  

業務名：令和７年度与論町地域おこし協力隊募集支援業務委託事業 

（令和７年６月 27日回答） 

回答

番号 
質問内容 回答 

1 

・令和７年度において、地域おこ

し協力隊の受入を希望している事

業所（受入先）の数 は、現時点で

決定していますでしょうか。未定

の場合は、想定されている受入先

の数を教えてください。 

本業務で企画募集を行う案件は、今後の調査次第で左右

されますが、現在２部署、２案件を想定しています。 

なお、本事業の業務委託において受入事業者へのヒアリ

ング等の調査により受入事業者が増減する場合がございま

す。 

 

2 

・本業務委託事業において、令和

７年度中に地域おこし協力隊の募

集は何回実施される予定か、計画

を教えていただけますでしょう

か。 

今年度の募集については、１回を想定しております。た

だし、ご相談があればその限りではありません。 

3 

・仕様書に記載のある「定期ミー

ティング・個別面談等の開催」に

関しまして、伴走支援 の立場と

して面談等で把握した内容や課題

について、どなたにレポート・共

有すべきか、あらかじめご確認さ

せていただけますでしょうか。 

受入事業者の担当者及び総務企画課の地域おこし協力隊

担当者へ共有お願いいたします。 

4 

 ・実施要項４．参加資格 ⑧ に

ついて質問です。与論町内で事業

を行っている個人事業主が窓口と

なり他事業者と連携したコンソー

シアム形式での応募は可能でしょ

うか？ 

 申請代表が与論町内の事業者であれば可能です。 

 その際は、申請代表および JV（共同企業体）についても

提出書類③、④が必要になります。 

5 

 ・具体的に何案件の募集企画を

想定されていますか？ 見積もり

算定には、部署数、案件数、採用

人数によって、変動しますので、

想定されている内容をご教示願い

ます。 

回答 No.1をご参照ください。 



6 

・着任した協力隊の受け入れ先

は、役場以外にも想定されていま

すか？その場合は何箇所の想定で

しょうか？見積もり算定に影響す

る部分となります。 

受入先は、回答 No.1のとおりです。 

ただし、今後のヒアリング調査等によっては増減する場

合があります。 

7 

・おためし地域おこし協力隊の企

画募集は、地域おこし協力隊の募

集業務とは別に特別交付税措置と

なりますが、その予算も今回の企

画募集の予算に含まれています

か？ 

おためし地域おこし協力隊のプログラムや企画作成、募 

集広報は、本業務委託の予算 に含まれております。 

なお、おためし協力隊の参加者における宿泊費や日当な 

どの経費については、与論町において、「与論町おためし地

域おこし協力隊活動支援補助金」を設けており、与論町か

らおためし地域おこし協力隊参加者に直接支払うものとし

ます。 

8 

・予算に含まれている場合、参加

者の宿泊費等が交付税措置対象と

して予算に組み込むことができま

す。見積もり算定上、影響もあり

ますので、何名分の参加を想定す

ればよろしいですか？ 

回答 NO.7のとおり、おためし地域おこし協力隊参加者の

宿泊費等は与論町から直接参加者に支払います。なお、本

町では最大 15 名を想定し、予算を確保しています。 

〇１人あたり 

22,000 円（ 2 泊 3 日） 

（内訳）宿泊費 

8,000 円× 2 泊・日当 2,000 円× 3 日 

9 

・おためし地域おこし協力隊制度

の活用は、地域おこし協力隊の応

募人数を増やすための施策とし

て、選考前に行うことを想定され

ていますか？それとも、選考過程

の一環として、行う想定でしょう

か？募集費用の見積もりに影響が

でるため、おためし地域おこし協

力隊が仕様に含められている意図

を確認させてください。 

おためし地域おこし協力隊については、選考過程の一環 

として実施します。 



10 

・おためし地域おこし協力隊の滞

在日程はどのぐらいの期間をお考

えですか？また必ず入れてほしい

行程、プログラムがあれば教えて

下さい。 

回答 No.8をご参照ください。 

行程については、選考過程の一環として実施することを 

踏まえ、行程の最終日に面接選考を必須で入れていただ

きたいと考えています。 

また、その他行程やプログラムについては、ミスマッチ 

を防ぐことを念頭に、受入予定事業者や行政担当部局等と 

十分に協議・調整し内容を決めていただきたいと考えてい 

ます。 

11 

・特記仕様書 ５．業務内容 につ

いて JOINでの案件掲載は行政職

員のみ編集可能など、媒体によっ

て民間側で対応できない場合があ

ります。また、質問の内容によっ

ては、依頼主である行政がご回答

頂いた方が良い質問もあるかと思

いますが、募集に係るすべての問

い合わせについて対象とお考えで

しょうか？ 

JOINや与論町の公式 HP ・ SNS の活用など、行政職員

のみが対応可能な案件は行政職員において対応いたしま

す。 

また、本業務の受託者には問合せや相談対応等に係る窓 

口を担っていただきたいと考え て おり ます。 受託者が

すべての質問事項に回答、対応するのではなく、問合せ等 

の内容に応じて、受託者から回答いただく他 、行政部局や

受入予定事業者等へ繋いでいただき、行政部局等から直接

回答を行うことも想定しています 。 

12 

・特記仕様書 ５．事務内容

（５）地域おこし協力隊募集に向

けた助言等の伴走支援（情報提供

含む） とありますが、具体的に

はどの様な内容を想定されていま

すか？ 例えば、協力隊の住居を

確保する等は、対象に含まれます

か？ 

地域おこし協力隊募集に向けた助言等の伴走支援につき

ましては、与論町の特徴や地域について等アドバイスを想

定しております（移住に際する基本的な情報など）。 

住居の確保については、対象に含まれておりません。 

 

 


